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�� ��の「予防原則」世界に広がる

����年 �月，��において，世界一厳しい化学物

質規制法といわれる���	
指令が施行されること

になった．

��の環境政策は，現在の世界の先端を行くもの

で，「持続型社会の構築」を目指し，温室効果ガス排

出量削減に最も熱心であり，国連の「気候変動に関

する政府間パネル」の実質的な推進役をも果たしつ

つある．「再生可能エネルギー」の創設に対しても非

常に熱心で，既に 	�� 削減のための環境税導入に

先鞭をつけている．また，各種廃棄物処理において

も，汚染者負担の原則を貫き，特に危険物質に対す

る対応では，アジェンダー ��（リオ・地球サミット

�����）以来，いわゆる「予防原則」を堅持し，各種

の対策を推進して来た経緯がある．����（廃電気

電子機器）や ��
�（有害物質規制）指令もその延

長線上にある．「疑わしきは罰する」という予防原則

の精神は，アメリカや日本では，科学的根拠が乏し

いとして批判的に受け止められ，��との間にかな

りの温度差が存在するが，それでも ��から始まっ

た����，��
�の指令は，全世界に広がりつつあ

る．既に韓国ではほぼ ��の��
�に対応する指令

が発効し，中国においても，��に準拠した����・

��
�（更に危険物質の追加を検討中）が決められ，

国レベルでは批判的なアメリカでも，カリフォルニ

ア州など ��州において，国に先駆けて「環境規制

法」が作られ，わが国でも ������，����（化学物

質排出移動量届出制度），����（化学物質等安全

データシート制度），������チャレンジプログラム

（官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログ

ラム）などの制定によって ��並みの規制が実現し

つつある．また，アルゼンチンやオーストラリアに
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おいても，この方式が制定されようとしている．つ

まり，��の「予防原則」は全世界に広がりを見せ，

完全に世界をリードしていると見ることができる．

��「ノーデータ・ノーマーケット」標榜の
����	スタート

���	
というのは， �� 化学物質の製造・調製・

輸入に係わる企業にその登録 �� !�"��"!��� を義務

付け， �� 化学物質の安全情報の提供とリスク評価

�#�$%�"!��� を義務付け， &� 有害化学物質（発が

ん・生殖毒性・内分泌撹乱）の認可 �%"'��!(�"!���

制を導入し， )� その適用を推進する欧州化学品庁

�%���!�� *'�+!*�$� � ��*,� を設置するというこ

とをその内容とする．これは世界一厳しい化学物質

規制法といわれる．なぜなら，今後開発される新規

物質は勿論，既存の物質についても，その約 &万件

について，当該物質 � 万トン以上の取引に対して

は，その安全性データを欧州化学品庁 �	
�� に

登録しなければならず，発がん性などの恐れのある

約 ����種の化学物質の取扱には，やはり �	
�へ

の届出が必要となり，更に消費者の請求があれば，

その物質の内容を開示する義務が発生するからであ

る．���	
が「ノーデータ・ノーマーケット」と

いわれる所以である．これだけ厳しければ，つまり

予防原則に徹すれば，嘗てわが国で発生したような

「水俣病」「イタイイタイ病」「アスベスト災害」など

もかなりの程度避けられた可能性がある．���	


への登録は，先ず予備登録が今年後半に行われるこ

とになっており，取り扱い数量により，爾後の本登

録の期日が決まる．関連企業は注意が必要であると

思われる．

ただ問題はガラスを用いた各種製品について，予

備登録が必要かどうかの判断が難しい点にある．��
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◎解説

の「���	
に関する23�」では，ガラスは登録の

必要のない「調剤」に該当するとされているが，ド

イツ当局の説明では，ガラスは化学反応を経て作ら

れるので登録の必要のある「物質」と見なされると

いう．わが国では目下ガラス産業連合会環境部会な

どで，その対応の検討が進んでいる模様であり，早

急な統一した見解の発表が望まれる．


� ��	�指令の柔軟な適用「鉛ガラス」
適用除外例

��の ��
�規制では，当初かなり厳しいものが

提案され，わが国の輸出産業を震撼させたが，ヨー

ロッパ内部の産業界や世界各国の輸出産業のロビー活

動もあって，��内部の��	 "�*'�!*�$ �4��"�"!��

*�++!""��� は，数回に亘って，この適用の緩和を図

り，「ガラス中の鉛」に関しては，最終的にはかなり

の項目において規制が猶予されることになった．ガ

ラスに関して言えば，	��，蛍光灯，光学ガラス，

ガラスエナメル，���構成要素，クリスタルガラ

スなどが猶予の対象となった．このような猶予の行

われた大きな理由は， �� 危険物質の代替物の安全

性（科学的・技術的根拠）が確認できない， �� 代替

が経済的マイナスをもたらす，などによると説明さ

れている．確かに鉛に代わる元素としてすぐ代替が

考えられた 5!（ビスマス）には，この懸念が当ては

まる．

�� 大気中の鉛濃度の経年変化と今後の課題

わが国は水俣病やカドミウム禍など様々な環境問

題を経験してきたが，その影響もあって，光学ガラス

からの危険成分6例えばカドミウムや鉛の除去につ

いては迅速な対応を見せた．また，今回の����・

��
�規制に係わる無鉛化に関しても，その対応は

大変早く，「無鉛化」では日本が世界をリードしてい

ると見られる．生真面目な日本は，放射線遮蔽ガラ

ス，ガラスはんだ，�
電極，各種センサ，���，光

学ガラスなどなど，続々と無鉛ガラスを登場させた．

これらの動きにしたがって，わが国の「大気中の鉛

濃度」は急速に減少傾向を示し，世界の注目を浴び

ている．その事情は図 �によってよく理解できる．

図 � わが国の大気中の鉛濃度の経年変化 �）

当初提案された鉛の全面規制はかなり緩和された

というけれども，��，とくに北欧にあっては，今な

お鉛などの危険金属に対する規制への圧力は衰えず，

�����の観測でも，今後の��
�見直しにおいて

必ずしも楽観は許されないという．それ故，無鉛化

の努力は引続き必要であると思われる．また，その

上，鉛は危険物質であると同時に，枯渇の恐れのあ

る貴重な物質であることも忘れてはならない．西山

によれば，鉛は資源経済学的に金や銀と同等の価値

ある金属であるという �）．

�� 鉛ガラスの埋立て処分

先日，ある廃棄物収集業者から「	��のガラス廃

棄物」の処分方法を聞かれたことがある．ガラスを

破砕してカレット状にしたものが多量存在するらし

い．カラー�.の	��にはファンネル部に �7�が

����)8，ネック部に &��&�8含まれているほか，そ

れらの接合部には �7�を �)8も含む「ガラスはん

だ」が使われている．したがって一台の �.には平

均して ���グラムの鉛が含まれているという．もし

分別してリサイクルできるのであれば，このような

カレットの用途もあることになるが，最近は開発途

上国でも液晶や ���などのフラットパネルが主流

を占め，そのため古い 	��の出番が激減している

という．

また，これを地中処分するという方法もあるが，

「廃棄物の埋め立て処分」には厳しい制限があり，「産

業廃棄物に含まれる金属等の検定方法（環告 �&）」
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◎解説

図 � 鉛ガラスの鉛溶出試験結果 �）

により規制されている．ここでは水中で常温・常圧

下，毎分 ���回，)��*+幅の振とう試験を �時間行

い，溶け出す鉛またはその化合物が，検液 �リット

ルにつき �/&+ 以下であるとされている．図 �は，

各種の量の鉛を含むガラスについてのある企業の試

験結果の一例を示している．

これを見ると，ガラス中の鉛含有量が ��8を越え

ると，最大許容鉛濃度以上（�/&+ 9$）の鉛が溶け出

す様子を示している．つまり 	��のガラスカレッ

トの地中への処分については，この結果は，鉛ガラ

スの単純埋め立てに対する危険信号とも読み取るこ

とができる．勿論多重防護システムとして，処分す

るガラスを何十にもオーバーパックすることが考え

られるが，コスト高は否めない．

�� その他の鉛ガラスの処理方法

　
��� 再溶融による鉛の回収 �）

鉛ガラスに適当な融剤（アルカリや硼砂など）を

加えてもう一度ガラスとして溶融し，高温度（�����

����:	程度）にして �7�を選択的に揮発させ，こ

れを回収するという方法が提案されたことがある．

確かに �7�は高温における蒸気圧が高く，揮発し

やすい成分ではあるが，このプロセスには，高価な

融剤を大量に使用することや，高熱利用というエネ

ルギー的に大いに問題のある方策が取られており，

また更にガラスカレットにかなり素性のよいものを

用いねばプロセス上のトラブルが発生するという障

壁がある．したがって，これらの要因によってリサ

イクル増幅係数は非常に高くなり，推奨に値する方

法とは思われない．

　

��� ガラスからの鉛のアルコールによる抽出 �）

最近，提案された産総研の方法は，鉛ガラスを粉

砕して，オートクレーブに入れ，���:	から &��:	

の温度で，������気圧，数時間処理するもので，こ

うするとガラス表面に金属鉛が濃縮・析出して来る

ので，これを酸や錯形成剤を含む溶液で洗浄・回収

するという方法である．錯形成剤にはトリエタノー

ルなどが有効であるという．但しこの方法はまだ検

討課題も多く，実用には時間がかかると思われる．

　
��� 人工鉱山埋立て法

そこで，現実的な処理処分方法としては，武田の

提唱する「人工鉱山」への埋め立てという方法が考

えられる �）．この人工鉱山，あるいは都市鉱山（東

北大・南条氏提唱【��11】）という考え方は，最近の

朝日新聞紙上でも紹介されたように，金，銀，イン

ジウムなどの電子機器に多用されている貴金属が産

業廃棄物となってわが国にはかなり多量に存在する

ことに端を発している．物質・材料研究機構が各種

統計から試算したところによると，図 �に示すよう

に，金は世界一の天然埋蔵量の南アフリカの �)8に

対して，日本において実に ��8も産業廃棄物として

存在しているという．インジウムにいたっては世界

の ��8が，鉛は世界の ��8もが日本に存在すること

になっている．したがってこれら金属が世界的に枯

渇する段階で発掘することにより，わが国は資源大

国になる可能性があるという．廃棄物からの鉛の回

収技術は，その時までに検討すればよいことになる．

�� まとめ

���	
規制がいよいよ発効した．��に対して，

危険・有害物を含む輸出などの業務の可能性のある

企業は，その内容の安全性について，今年中に予備

登録をする必要がある．鉛ガラスを含む製品や調剤

の場合は，��
�の猶予規定にしたがって，その対

応は分かれると思われるが，ガラスが「物質」と見

なされることになれば，安全性登録の準備が必要と

なる場合が発生する．

また鉛は有害であると同時に，極めて貴重な金属

であり，&�)�年先には枯渇も心配される．��の中

�1 ��"��!�$� -�"� ��"!�� .�$/�� 0�/��（���1）



◎解説

図 � 主な金属の日本の都市鉱山の実力 �）

でも北欧では，今なおこれに対する規制強化の声が

高い．最近，世界的に規制強化の動きの見られるも

のに，�;��（パーフルオロオクタンスルホン酸），

�;��（パーフルオロオクタン酸），水銀，亜鉛，フ

タル酸エステル，ビスフェノール�，ホウ素，.�	

（揮発性有機化合物）が挙げられる．鉛の代替物と

して注目されている亜鉛でも，その排水基準値が厳

しくなってきている．

���	
規制の今後が注目される所以である．
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